
 

 

 

1.取組内容                 ３取組期間 

■個別相談の実施                       耐震化率 92％の達成に向けて令和 8 年度から令和 12 年度 

 町内の戸建て住宅を対象として、住宅所有者に耐震化の必要性      までの 5 年間を耐震化の促進を緊急的に実施する期間とする。 

等を説明し、耐震化に向けた取り組みの実施を促す。                             

 

■その他の普及啓発の実施 
 防災講演会等のイベント開催時、広報誌やＣＡＴＶ文字放 

送による周知。 

■関係期間・団体などとの連携                4 緊急耐震重点区域：南木曽町全域 

 県等関係期間や団体などと連携して取り組む。 

 

2.取組目的 

■住宅所有者に耐震化に関する理解をさらに深めてもら 

 う。 

■町内全域を対象に耐震化の普及啓発を行い、住宅の耐 

 震化をさらに促進する。 

■南木曽町耐震改修促進計画に定めた耐震化率の目標達成 
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戸別訪問  
 

南木曽町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 


